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社会福祉法人　津別町社会福祉協議会 8

社会福祉法人　江差町社会福祉協議会 9

特定非営利活動法人　そよ風ネットいわき 10

特定非営利活動法人　成年後見センターもりおか 11

一般社団法人　権利擁護あおい森ねっと 12

特定非営利活動法人　カシオペア権利擁護支援センター 13

特定非営利活動法人　PACガーディアンズ 14

一般社団法人　東総権利擁護ネットワーク 15

特定非営利活動法人　かわさき障がい者権利擁護センター  16

特定非営利活動法人　よこはま成年後見つばさ 17

特定非営利活動法人　コミュニティケア街ねっと 18

一般社団法人　川崎市障がい者相談支援専門員協会 19

特定非営利活動法人　湘南鎌倉後見センターやすらぎ 20

社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議会 21

特定非営利活動法人　サマリア 22

特定非営利活動法人　ほっとポット 23

社会福祉法人　東京都手をつなぐ育成会　東京都育成会権利擁護支援センター 24

一般社団法人　認知症予防＆サポート研究所アンクル 25

一般社団法人　権利擁護プロジェクトともす 26

特定非営利活動法人　東濃成年後見センター 27

社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会（伊賀地域福祉後見サポートセンター） 28

特定非営利活動法人　知多地域成年後見センター　 29

社会福祉法人　田原市社会福祉協議会（田原市成年後見センター） 30

特定非営利活動法人　尾張東部権利擁護支援センター 31

社会福祉法人　四日市市社会福祉協議会 32

特定非営利活動法人　浜松成年後見センター 33

社会福祉法人　名古屋市社会福祉協議会 34

社会福祉法人　新城市社会福祉協議会（新城市成年後見支援センター） 35

特定非営利活動法人　東三河後見センター 36

特定非営利活動法人　成年後見もやい 37

北 海 道 ブ ロ ッ ク

東 北 ブ ロ ッ ク

関 東 ブ ロ ッ ク

中 部 ・ 東 海 ブ ロ ッ ク

2



社会福祉法人　豊田市社会福祉協議会（豊田市成年後見支援センター） 38

特定非営利活動法人　ぷらっとほーむ 39

特定非営利活動法人　海部南部権利擁護センター 40

社会福祉法人　柏崎市社会福祉協議会 41

社会福祉法人　佐渡市社会福祉協議会 42

社会福祉法人　上越市社会福祉協議会 43

社会福祉法人　魚沼市社会福祉協議会 44

アドボネットながの 45

社会福祉法人　松本市社会福祉協議会（成年後見支援センターかけはし） 46

特定非営利活動法人　北信ふくしＭねっと 47

特定非営利活動法人　あさがお 48

特定非営利活動法人　Nネット 49

特定非営利活動法人　PASネット 50

特定非営利活動法人　宝塚成年後見センター 51

特定非営利活動法人　NPOかんなびの丘 52

高島市社会福祉協議会（高島市成年後見サポートセンター） 53

特定非営利活動法人　山城権利擁護ネットワーク 54

特定非営利活動法人　成年後見センターもだま 55

社会福祉法人　堺市社会福祉協議会（堺市権利擁護サポートセンター） 56

特定非営利活動法人　甲賀・湖南成年後見センターぱんじー 57

社会福祉法人　川西市社会福祉協議会（川西市成年後見支援センターかけはし） 58

特定非営利活動法人　成年後見・こうべきずな 59

合同会社　ソルジス 60

特定非営利活動法人　ウィズ・ユー 61

特定非営利活動法人　権利擁護支援センター　ななつぼし 62

一般社団法人　かがやき 63

社会福祉法人　彦根市社会福祉協議会 64

社会福祉法人　葛城市社会福祉協議会 65

一般社団法人　ソーシャルBASE 66

特定非営利活動法人　岡山高齢者・障害者支援ネットワーク 67

一般社団法人　権利擁護ネットワークほうき 68

一般社団法人　とっとり東部権利擁護支援センター 69

一般社団法人　成年後見ネットワーク倉吉 70

社会福祉法人　総社市社会福祉協議会（総社市権利擁護センターしえん） 71

特定非営利活動法人　岡山未成年後見支援センターえがお 72

特定非営利活動法人　おかやま入居支援センター 73

中 国 ・ 四 国 ブ ロ ッ ク

近 畿 ブ ロ ッ ク

北 信 越 ブ ロ ッ ク
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特定非営利活動法人　おかやま成年後見サポートセンター 74

社会福祉法人　高知市社会福祉協議会（高知市成年後見サポートセンター） 75

社会福祉法人　瀬戸内市社会福祉協議会（瀬戸内市権利擁護センター） 76

社会福祉法人　松江市社会福祉協議会 77

社会福祉法人　福山市社会福祉協議会 78

社会福祉法人　鳥取市社会福祉協議会 79

一般社団法人　後見センター・小豆島スタイル 80

一般社団法人　愛媛県精神保健福祉士会 81

社会福祉法人　出雲市社会福祉協議会 82

社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 83

社会福祉法人　中土佐町社会福祉協議会 84

一般社団法人　あんしん後見せいぶ 85

社会福祉法人　鳴門市社会福祉協議会 86

一般社団法人　松江後見センター 87

特定非営利活動法人　障がい者後見・支援センター「あんしん家族」 88

社会福祉法人　薩摩川内市社会福祉協議会 89

一般社団法人　権利擁護センターみらい 90

一般社団法人　沖縄県精神保健福祉士協会 91

一般社団法人　権利擁護支援センターこうけん延岡 92

特定非営利活動法人　おおいた成年後見権利擁護支援センター　バトン 93

合同会社　FERTILE-SOIL 94

特定非営利活動法人　つながる鹿児島 95

あいづ安心ネット 96

特定非営利活動法人　西成後見の会 97

一般社団法人　福祉後見ぽーといずみ 98

一般社団法人　権利擁護支援協会武蔵乃 99

賛 助 会 員 団 体

九 州・沖 縄 ブロ ッ ク

4



 

 

一般社団法人ジャスミン権利擁護センターのご紹介 

● 設 立  平成 24年 11月 21日 

 

● 所 在 地  〒004-0802 

         札幌市清田区里塚 2条 3丁目 1番 27-505 

         TEL：011-375-0873 / FAX：011-375-1038 

 

● 代表理事   水戸 由子（みと よしこ） 

         社会福祉士(登録番号 19840）・介護福祉士 

         全国権利擁護支援ネットワーク 理事、運営委員 

         権利擁護センター「ぱあとなあ北海道」登録 社会福祉士 

          北海道社会福祉協議会成年後見制度利用促進バックアップセンター運営委員 

 

●現在の活動 

現在は、法人内外の弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等と

連携協力しながら、権利擁護支援に関する相談支援事業・成年後見事業を中心に行って

おります。 

また、2019年 6月、北海道社会福祉協議会の成年後見制度利用促進バックアップセン

ターの運営委員に就任し、北海道社会福祉協議会と連携協力しながら、全道域の市町村

社会福祉協議会の後見活動を支援しています。 

合わせて、成年後見制度・市民後見人養成・意思決定支援等の権利擁護に関する研修

会・勉強会も積極的に開催しています。 

ご依頼があれば、市民後見人の実習もうけております。 

実際に、成年後見人として、個人受任と法人後見での受任活動もおこなっています。 

 

 

◆ 主な事業 

１ 権利擁護に関する相談事業 

２ 成年後見に関する事業 

① 成年後見制度利用に関する相談  ② 後見人受任 

３ 研修支援事業 

各種研修、講演会、勉強会及びシンポジウムの開催 

４ 調査研究 
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社会福祉法人 京極町社会福祉協議会 
 

京極町は、北海道西部、後志管内の東部、日本百名山

のひとつに数えられる羊蹄山の麓に広がる人口２，８５３

人の小さな町です。日本名水百選に選ばれたふきだし湧

水が有名です。ふきだし湧水は羊蹄山に降った雪や雨が

数十年の歳月をかけて濾過され京極町に湧出したもので、

適度にミネラルを含んだまろやかな味わい、1 年をとおして

変わらない水温が特徴で、1日 8万トンの水量は一般的な

家庭の水道使用量の 30万人分に相当する量となっていま

す。 

 

京極町社会福祉協議会は、平成 4 年に社会福祉法人となり、地域福祉推進に関する諸事業を

はじめ、介護保険における居宅介護支援事業所、通所介護事業、訪問介護事業、地域包括支援

センター、介護予防センターの運営を受託するなど、幅広い事業展開を行なっています。 

京極町生活サポートセンターは平成 26年 10月より開所して以降、羊蹄山麓 7か町村と黒松内

町とゆるやかに連携しながら中核機関機能を段階的に整備しながら、法人後見受任や日常生活

自立支援事業などの取り組みを行ってきました。 

令和 3 年度から重層的支援体制整備事業の移行準備事業に取り組んでいます。社会福祉協

議会の特性である住民さんとのネットワーク、中核機関の運営や法人後見受任事業でつながった

関係機関とのネットワークを活かし、協働しながら権利擁護活動の推進に取り組んでいきたいと考

えています。 

 

全国権利擁護支援ネットワークに加盟させていただき、研鑚を重ねることで今後もよりご本人の

意思や希望に寄り添う支援を心がけて活動したいと思います。 

 

【冬】            【ふきだし公園と羊蹄山】            【夏】 
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＜広尾町成年後見あんしんセンター＞ 

 

 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように 

「成年後見制度」に関するご相談に応じ、利用のお手伝いをします 

 

〇実施主体～社会福祉法人 広尾町社会福祉協議会 

      （北海道広尾郡広尾町公園通南４丁目１番地） 

 ☎０１５５８－２－４１１０ 📠０１５５８－２－４２５８ 

 ｈｔｔｐ：／／ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ／ｈｐ／１６２／ 

 Ｅ－ｍａｉｌ：ｗｅｂａｄｍｉｎ＠ｈｉｒｏｏ－ｓｈａｋｙｏ．ｊｐ 

 Ｆａｃｅｂｏｏｋ：＠ｈｉｒｏｏｓｙａｋｙｏｕ 

 

〇事業開始日～平成 28年 8月 1日（広尾町より委託） 

 

〇職員体制～2名（社協職員と兼務） 

 

〇主な事業内容 

（１）成年後見制度等に関する相談及び利用支援 

（２）成年後見制度等に関する広報及び啓発 

（３）市民後見人の養成及び実務等研修の実施 

（４）市民後見人候補者の登録及び受任調整 

（５）市民後見人及び市民後見人候補者等の適正な活動のための支援体制の 

構築 

（６）成年後見制度等に関する関係機関等との連携 

（７）法人後見の受任 

（８）日常生活自立支援事業の実施 

（９）その他成年後見制度等の利用促進に関し必要な事業 
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〒092-0292 北海道網走郡津別町字幸町 41番地 TEL:0152-76-1161 

   http://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/index.html 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 津別町社会福祉協議会 

津別町の紹介 

津別町は、北海道オホーツク管内の最南端の町。 

東西 37 ㎞、南北 34 ㎞、面積 716 ㎢のうち 86％を森林が 

占めています。森林資源の持続的な保全・活用を目指す誓い 

として、1982 年には全国に先駆け「愛林のまち」宣言を行い 

生産から加工、エネルギー利用、森林セラピー、観光など 

森の恵みを生かした町づくりを進めています。 

 

名称と事業内容等 

名  称  津別町あんしん生活サポートセンター 

事業開始  平成２６年 10 月、津別町から委託 

事業内容 ・権利擁護に関する相談・利用支援 

     ・成年後見制度等の広報及び普及啓発 

     ・市民後見人の養成及び育成、活動支援 

     ・市民後見人の登録及び家裁への推薦 

     ・関係機関との連携、調整 

     ・法人後見活動 

     ・日常生活自立支援事業の受託 

令和 2年度 

第 4期津別町市民後見人養成研修了式 

事 業 実 績（R4.1末現在） 

(1)法人後見受任件数      ９件 

(2)市民後見人単独受任件数   5件（2件複数受任） 

(3)日常生活自立支援事業件数  1 件 

(4)市民後見人養成者数    42 人 

(5)うち市民後見人登録者数  31 人 

(6)うち市民後見人受任活動者 11 人 

 

 

 

人口 4,331 人（R3.12 末現在）、高齢化率 45.00％ 

 

オホーツク管内市民後見人活動交流会 

津別峠から見える雲海 東京五輪メダルケース 相生クマヤキ 
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江差町成年後見支援センターのご紹介

江差町社会福祉協議会では、成年後見制度の普
及や利用促進を図るため、江差町の委託を受け、
平成３０年７月１日より『江差町成年後見支援セン
ター』を設置しております。

【江差町の概況（令和２年１０月現在】
◆総人口：７，３７６人
◆高齢化率：３８．３％

【成年後見支援センター業務内容】
◆成年後見制度利用支援事業に関すること
（１）成年後見制度の普及啓発
（２）成年後見制度の利用に関する相談及び
手続きの支援

（３）成年後見業務に係る関係機関との連携
及び情報提供

◆成年後見等事業に関すること
（１）成年後見人等の受任支援
（２）市民後見人の養成及び後見活動支援
（３）市民後見人の監督業務
◆法人後見受任状況（令和４年２月現在）
後見：１件
保佐：２件
終了：０件 累計：３件

～成年後見制度とは～

認知症や知的障がい、精神障がいなどに
より判断能力が十分ではない人の預貯金
の管理など（財産管理）や、日常生活での
様々な契約など（身上保護）を支援してい
く制度です。支援を受けられるのは、次の
ような法律行為です。

【相談窓口】
江差町成年後見支援センター事務局＜社会福祉法人江差町社会福祉協議会＞
住 所：檜山郡江差町字新栄町２６４－２
電 話：０１３９－５２－２４４１ ＦＡＸ：０１３９－５２－０５６０
相談受付：月曜日～金曜日 午前８時４５分から午後５時１５分
相 談 料 ：無料

財産管理

本人の預貯金の管理、不動産などの
処分遺産分割など財産に関する契約
などに関する支援。

身上保護

介護・福祉サービスの利用や医療・福祉
市越への入退所の手続きや費用の支払
いなど、日常生活にかかわってくる契約な
どの支援。

～日常生活自立支援事業のご案内～

社協が行う権利擁護相談の一つとして、日常的な
金銭管理や福祉サービスの利用をお手伝いする
『日常生活自立支援事業』があります。成年後見
制度との違いや、どちらの制度を利用したら良いか
などもお気軽にご相談ください。
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